
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
要
綱 

第
一 

地
方
税
法
施
行
令
に
関
す
る
事
項 

一 

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税 

 
 

 

東
日
本
大
震
災
に
係
る
被
災
居
住
用
財
産
の
敷
地
に
係
る
譲
渡
期
限
の
延
長
等
の
特
例
に
つ
い
て
、
東
日
本
大
震
災 

に
よ
り
そ
の
有
し
て
い
た
居
住
用
家
屋
が
滅
失
等
を
し
て
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
者
の
相
続
人

（
当
該
家
屋
に
居
住
し
て
い
た
者
に
限
る
。
）
が
当
該
家
屋
を
取
得
し
た
日
と
し
て
政
令
で
定
め
る
日
を
、
当
該
家
屋

を
被
相
続
人
が
取
得
を
し
た
日
等
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
十
七
条
の
二
関
係
） 

二 

事
業
税 

欠
損
金
の
繰
越
控
除
制
度
に
関
す
る
国
税
に
お
け
る
諸
制
度
の
取
扱
い
を
踏
ま
え
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
第
二
十
条
の
三
関
係
） 

 

三 

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税 

１ 

倉
庫
業
者
が
新
設
又
は
増
設
し
た
流
通
機
能
の
高
度
化
に
寄
与
す
る
一
定
の
倉
庫
等
に
係
る
固
定
資
産
税
及
び
都

市
計
画
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
貯
蔵
槽
倉
庫
の
規
模
の
要
件
を
六
千
立
方
メ
ー



ト
ル
以
上
（
現
行
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
）
と
し
、
対
象
と
な
る
附
属
機
械
設
備
に
搬
出
貨
物
表
示
装
置
等
を
追

加
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
一
条
関
係
） 

２ 

電
気
自
動
車
に
水
素
を
充
塡
す
る
た
め
の
設
備
等
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ

の
対
象
と
な
る
電
気
を
動
力
源
と
す
る
自
動
車
に
水
素
を
充
塡
す
る
た
め
の
設
備
の
取
得
価
額
の
要
件
を
一
億
五
千

万
円
以
上
（
現
行
二
千
万
円
以
上
）
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
一
条
関
係
） 

３ 

港
湾
法
に
規
定
す
る
特
定
貨
物
取
扱
埠
頭
機
能
高
度
化
事
業
を
実
施
す
る
者
が
、
特
定
貨
物
輸
入
拠
点
港
湾
に
お

い
て
、
政
府
の
補
助
を
受
け
て
取
得
し
た
一
定
の
港
湾
施
設
の
用
に
供
す
る
家
屋
及
び
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産

税
及
び
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
資
産
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。
（
附

則
第
十
一
条
関
係
） 

４ 

耐
震
改
修
が
行
わ
れ
た
住
宅
、
高
齢
者
等
の
居
住
の
安
全
性
及
び
高
齢
者
等
に
対
す
る
介
助
の
容
易
性
の
向
上
に

資
す
る
一
定
の
改
修
工
事
が
行
わ
れ
た
住
宅
並
び
に
外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
に
資
す
る
一
定
の

改
修
工
事
が
行
わ
れ
た
住
宅
に
係
る
固
定
資
産
税
の
減
額
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
改
修
工
事
に
要
し
た

費
用
の
要
件
を
五
十
万
円
超
（
現
行
三
十
万
円
以
上
）
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
二
条
関
係
） 



四 
事
業
所
税 

１ 
事
業
所
税
の
課
税
団
体
の
う
ち
人
口
三
十
万
以
上
の
市
で
政
令
で
指
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
人
口
要
件
の

う
ち
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
の
数
に
係
る
基
準
日
に
つ
い
て
、
一
月
一
日
現
在
と
す
る
こ
と
。
（
第

五
十
六
条
の
十
四
関
係
） 

２ 

一
月
一
日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
の
数
が
三
十
万
未
満
と
な
る
こ
と
に
よ
り
事
業
所
税
の

課
税
団
体
に
該
当
し
な
く
な
る
場
合
に
つ
い
て
、
同
年
の
一
月
二
日
以
降
事
業
所
税
の
課
税
団
体
に
該
当
し
な
く
な

る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
六
条
の
八
十
四
関
係
） 

３ 

木
材
の
加
工
業
者
又
は
販
売
業
者
が
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
木
材
保
管
施
設
の
資
産
割
の
課
税
標
準
の
特
例
措

置
に
つ
い
て
、
構
造
が
簡
易
な
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
対
象
要
件
を
撤
廃
す
る
こ
と
。
（
第

五
十
六
条
の
五
十
七
関
係
） 

第
二 

そ
の
他 

１ 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 

２ 

第
一
の
一
並
び
に
四
の
１
及
び
２
の
改
正
は
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
、
第
一
の
三
の
３
の
改
正
は
港
湾
法
の 



一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
、
そ
の
他
の
改
正
は
平
成
二
十
五
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 


